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平成17年自動車分解整備事業者東京運輸支局長表彰が実施されます

　標記について、表彰の条件は下記の通りです。

　該当される事業場は振興会各支所にて申請書を受け取り、

４月１日（金）までに支部長宛ご提出下さい。

　なお、表彰申請は支部長（支部）推薦となっております

ので、特別会員事業場は各支所に直接お申し出下さい。

　また、申請書の記載要領等は各支所に備え付けてありま

すので、お申し出下さい。

東京都自動車整備振興会　練馬支所（練馬車検場内）

東京都自動車整備振興会　八王子支所（八王子車検場内）

東京都自動車整備振興会　多摩支所

東京都自動車整備振興会　品川支所（品川車検場内）

～指定工場の皆さんへ～ 騒音計の移動検定を実施します

　今般、（財）日本品質保証機構のご協力を得て、移動検定（出張検定）を行うこと

になりました。

　つきましては、検定の有効期間が近く終了する騒音計を保有する指定工場は、

是非この機会をご利用頂き検定を受けられますようご案内申し上げます。

　なお、指定工場へは別途ご案内する予定としております。

検定料金　１９，１００円（非課税）
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平成17年３月１日（火）

平成17年３月２日（水）

平成17年３月３日（木）

平成17年３月４日（金）

1

2

【表彰条件】

下記の１～５の条件すべてを満足していることが必要です。
１．平成14年３月31日以前に認証を受けている事業場（認証番号１－11009迄）

２．平成14年、15年、16年に支局長表彰を受けていない事業場

３．継続検査の成績（平成16年1月～平成16年12月）が95％以上の合格率である事業場
　 （指定工場にあっては持ち込み検査の成績が100％であること）

４．自動車工中の整備士の保有率が40％以上である事業場

５．道路運送車両法及び関係法令を遵守し、整備技術、事業場の設備及び顧客管理等の事業運営が
　　適正かつ優良と認められる事業場

　なお、協業組合及び協同組合の認証を有する会員も対象となりますが、定期点検整備実績（台数）

が組合への持込台数（継続検査）の60％以上であり、再整備の実施状況及び向上対策が適切である

ことが条件となっております。 ※詳細は、振興会事業部又は各支所までお問い合わせ下さい。

〈お問い合わせ先〉　東整振　事業部事業課　　電話０３－５３６５－２３１２

検　定　日 検　定　場　所

平成16年度騒音計巡回検定日程表

http://www.tossnet.or.jp/
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平成16年度　整備主任者（法令）特別研修を開催します4

平成16年度　指定整備事業者等講習を開催します6

　標記講習会を都内各地の会場で開催します。詳細は1月号同封（指定工場宛）もしくは

各支所備付の案内書をご覧下さい。

　また、指定取得を予定されている事業場も本講習を受講されますようご案内いたします。

講習期間：平成17年２月21日（月）～３月８日（火）　計20回開催

平成16年度　整備主任者技術研修（実習）のお知らせ5
　振興会実施の「平成16年度　整備主任者技術研修（実習）」は

２月10日をもってブロック対象の研修を終了いたしますが、

３月上旬に補講を予定しております。

　未受講の事業場の方は「教育部技術課」までご連絡ください。

　平成16年度整備主任者（法令）研修（平成16年10月から11月にかけて63回実施）の未受講者

を対象に標記研修を下記日程にて開催します。

　なお、受講確認のハガキを送付させていただいている該当

事業場については、後日開催案内をご送付いたします。

平成17年度第１期　自動車整備技術講習のご案内3
　当講習を修了されますと、当該種目において２年間国家検定の実技試験が免除となります。

受講希望の方は期間内にお申込みください。

３級基礎・３級シャシ・３級ガソリン

２級ガソリン・２級ジーゼル・２級二輪

自動車車体・一級小型

２月21日（月）～３月９日（水）※土日曜を除く

※詳細はホームページTOSSNET「研修・講習のご案内」にてご確認下さい。

◆種　　目

　

◆受付期間

◎ 教育部技術課　ＴＥＬ０３－５３６５－４３００

　また、「平成17年度第１回検査員教習」（５月受付・６月から７月

にかけて実施予定）を受講予定の方で「平成16年度整備主任者

（法令）研修」が未受講の方は、標記研修を受講されないと検査員

教習の受講ができません。該当する方は事業部までご連絡下さい。

研 修 日 時　：平成17年３月15日（火）（午前もしくは午後の半日研修です）
　　　　　　　　午前の部　受付　 ９：00 ～  ９：15　　研修　 ９：15～12：30
　　　　　　　　午後の部　受付　13：00 ～ 13：15　　研修　13：15～16：30

研 修 会 場　：東京都自動車整備教育会館（渋谷区本町４－16－４）

お問合せ先　：東整振・事業部　03（5365）2312



東京都自動車整備商工組合インターネットショップOPEN！
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9

引取・フロン類回収業者標識の掲示が必要です7

車検前にはリサイクル料金の確認をお勧めします8

  本年１月１日に自動車リサイクル法が完全施行されましたが、引取・フロン類回収業者は事業所ごと

に一定基準の標識を公衆の見やすい場所に掲げる必要があります。

  この度、基準に適合した店頭等での掲出用に「引取・フロン類回収業者標識」を作成いたしましたので

ご利用ください。

１．販 売 価 格：１枚　1,000円（税込）

２．お問い合わせ：東整振　事業部（電話03-5365-2312）

寸法：縦260mm×横360mm×厚さ２mm
材質：ポリプロピレン

※振興会・商工組合の窓口にて販売しております。

　自動車リサイクルシステムでは、以下の車両についての情報を保持しておりません。

・登録自動車：　平成11年３月31以前に一時抹消した車両
・軽 自 動 車：　平成15年12月31日以前に検査証返納した車両

　これらの車両について中古新規登録・検査を受ける場合、「料金設定依頼書」に必要事項を記入し、必要添付書類

と併せて、自動車リサイクルセンターへFAX（03-3629-7528）する必要があります。
（「料金設定依頼書」は（http://www.jars.gr.jp/jgs/exjg0110.html）からダウンロード可能です）

　中古新規登録・検査を受ける予定の車両につきましては、予定日の数日前にはリサイクルシステムホームページ
 （http://www.jars.gr.jp/）にて車両情報が存在することを確認されますことをお勧めいたします。

お問合せ先：自動車リサイクルシステムコンタクトセンター（電話：03-5673-7396）

～ 是非、「都整商インターネットショップ」へご来店下さい。～

http://www.jars.gr.jp/jgs/exjg0110.html
http://www.jars.gr.jp/jgs/exjg0110.html
http://www.jars.gr.jp/
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研修・講習会開講のご案内（2月～4月）10

実施月日 時　　間 研　修　内　容 定員 料金

会員外（7,350円）

5,000円15名●座学(ホイールアライメントの基礎知識の習得)
●実習(認証工具等を使用しての測定&調整)

●電気回路の概要　●電気回路の構成と測定
●電気配線図　　　●回路図の理解習得
●サーキット・テスタの測定技術
●実車による電気回路の故障診断

10時00分～16時00分２月19日（土）

会場：教育会館

会場：教育会館

会場：立川教場

実施月日 時　　間 研　修　内　容 定員 料金

会員外（17,000円）

10,000円20名●整備説明応対の基本と必要性とは
●整備説明時の基本応対基準とポイント

９時30分～16時30分３月12日（土）

実施月日 時　　間 講　習　内　容 定員 料金

会員外（7,350円）

5,000円15名

13時00分～16時30分３月５日（土）

　　２．「実践電気入門」講習会（電気回路の基礎と故障診断）

　　クルマへのエレクトロニクス導入が進み、故障診断には電気の知識

が欠かせません。本講座では初心者の皆様を対象に、電気配線図から故

障診断が出来るように電気の基礎を習得します。電気がニガテな方にお

勧めの講座です。

「ポリマー」とはから始まり、磨き、コーティン

グ等一連の作業を実演致します。また、体験

する事もできます。

会場：教育会館

実施月日 時　　間 講　習　内　容 定員 料金

会員外（6,300円）

4,000円30名
13時00分～16時30分３月６日（日）

３．「ボディコートセミナー」（３社３方式をご紹介します。) 

　○整備説明編

　お客様への整備説明（納車説明）の基本応対を、ロールプレイング

（模擬体験実習）を通して楽しく習得します。固定客の増加を目指して、

ぜひご参加下さい。

４．フロントメカニック応対力向上研修会【多摩支所（立川教場）にて開催します】

１．「ホイールアライメント」入門研修会

　ホイールアライメントを、基礎からもう一度見つめ直してみませんか？

　認証工具（トーインゲージ、キャンバーキャスター・キングピンゲージ等

を使用）からトータルアライメントの必要性までを座学と実習を通して

学んでいただきます。

（1）（株）朝日エージェンシー「ポリマーシーラント」

（2）（株）ウイングコーポレーション「ポリマーグラス」

（3）マテックス（株）「無機系ボディーコーティング」

　３社の担当者が各社のコーティング方法をご紹介いたします。

貴社に合ったコーティングを検討されてはいかがでしょうか。

新企画

新企
画
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実施月日 時　　間 No. 講　習　内　容 定員 料金

会員外（3,000円）

2,000円10名

会員外（3,000円）

2,000円10名

会員外（3,000円）

2,000円10名

会員外（3,000円）

2,000円10名

会員外（8,000円）

5,000円10名

９時00分～12時00分２月19日（土）

９時30分～16時00分２月20日（日）

３月13日（日）

３月13日（日）

※料金は全て消費税込みです。「パソコン教室・研修会・講習会」の受付は下記電話にて承ります。

　多数のご参加をお待ちしております。 教育部　電話０３－５３６５－４３００

※ 対象：「初めてのパソコン(入門編)」・・・・・・ほとんど初めてパソコンにさわる方。
　　　　「インターネット＆電子メール(入門編)」・・キーボードのキーの配置が分かり、文字入力が多少出来る方。 
　　　　「エクセル（入門＆活用）講座」・・・・・・キーボードによる文字入力が普通に出来る方。

７．パソコン教室（もう、パソコンは必要不可欠のものでは？！）
　※ 自動車リサイクル法の施行によりマニフェストもすべて電子化になります。

初めてのパソコン(入門編)<2-1>

13時30分～16時30分

９時00分～12時00分

13時30分～16時30分

２月19日（土） インターネット&電子メール(入門編)

初めてのパソコン(入門編)

インターネット&電子メール(入門編)

<2-2>

<3-1>

<3-2>

エクセル(入門＆活用編)<2-3>

●朝礼から終礼まで　●入庫から納車まで　
●日常のマナーと知らなければ恥をかく常識　
●生産性の指標「整備要員売上高」等整備白書の解説
●関係法令

会場：教育会館

実施月日 時　　間 講　習　内　容 定員 料金

会員外（7,350円）

5,000円15名

13時00分～16時30分４月９日（土）

５．自動車整備業従業員向け
　 「ビジネスマナー」研修会（新人研修にもお勧めします）

　多くの企業が好感度アップを目指しています。整備工場のイメージアップ

のためにもビジネスマナーの基本を理解し実践することが欠かせません。

　入社時に受講されていない方、営業ご担当者にお勧めいたします。

●ＡＴとＣＶＴの種類と構造の解説
●ＣＶＴフルードについて　
●ＣＶＴのメカニカルトラブルについて　等

会場：教育会館

会場：教育会館

実施月日 時　　間 講　習　内　容 定員 料金

会員外（7,350円）

5,000円15名
13時00分～16時30分４月23日（土）

　　６．「ＣＶＴの基礎」講習会（ＣＶＴの構造と機能を理解する）

　　ATの種類も多岐にわたりCVT（無断変速）の登録台数も360万台にのぼります。

　今後、ＣＶＴの搭載車も増加し入庫する機会も増えることが予想されます。

　ＣＶＴの構造等の基本を理解し、ユーザーからの不具合のお問い合わせに対応

できるレベルを目指します。

《お問い合わせ》　　教育部　TEL：０３－５３６５－４３００

加入促進キャンペーン実施中！！
　　　　　　　（平成1７年２月末まで）

フ　ァ　イ　ネ　ス

新企
画



～　消費税の改正のポイント　～
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平成17年3月末の決算から消費税申告が変わります11

認証工場におけるCO・HCテスタの校正実施のご案内

校正申込書（FAX送信票）　東整振　事業部事業課行き　FAX 03―5365―9224

１－

所 在 地

保有されている
テスタの名称、型式

12

認証番号 事業場名

●校正対象支部（３月）　豊島、文京支部
●校正日　　　　　　　　FAXで校正を依頼された事業場と日程調整を行わせていただきます
●校正場所　　　　　　　申し込まれた事業場内
●校正料金　　　　　　　例：4,800円～6,500円（機種によって相違）に出張料金（3,000円）が加算されます

支部ごと実施予定月�４月　大田支部 ／ ５月　品川支部

TEL

担
当

○ 売上1,000万円を超える方は、申告が必要です！
　　課税事業者となる方は、「課税事業者届出書」の提出が必要になります。

　　個人事業者の場合、平成15年分の課税売上高が1,000万円を超える場合、平成17年分の消費税の

　申告が必要です。

○ 記帳と請求書等の保存が必要です！
　　仕入税額控除の適用を受けるためにも、記帳と請求書等の保存が必要です。

○ 無料の記帳指導をご利用ください！
　　記帳の仕方がおわかりにならない個人事業者の方のために、税務署で無料の記帳指導を行っております。

　お気軽に最寄りの税務署へご相談ください。

～　消費税の改正のポイント　～

○ 事業者免税点の引下げ（改正前3,000万円→改正後1,000万円）

　◇ この改正は、平成16年４月１日以後開始する課税期間から適用されています。

　◇ したがって、個人事業者については平成17年分から適用され、平成17年分は、基準期間である平成

　　 15年分の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、納税義務が生じます。

　◇ また、事業年度が１年である法人については平成17年３月末決算分から適用され、例えば３月末

　　 決算法人の平成17年３月期（平16. ４～17. ３）は、基準期間である平成15年３月期（平14. ４～

　　 15. ３）の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、納税義務が生じます。

○ 簡易課税制度の適用上限の引下げ（改正前２億円→改正後5,000万円）

　◇ この改正は、平成16年４月１日以後開始する課税期間から適用されています。

　◇ したがって、個人事業者については平成17年分から適用され、平成17年分は、基準期間である平成

　　 15年分の課税売上高が5,000万円を超えている場合には、簡易課税制度を適用することはできません。

　◇ また、事業年度が１年である法人については平成17年３月末決算から適用され、例えば９月末決算

　　 法人の平成17年９月期（平16. 10～17. ９）は、基準期間である平成15年９月期（平14. 10～15. ９）

　　 の課税売上高が5,000万円を超えている場合には、簡易課税制度を適用することはできません。

○ 総額表示（税込価格表示）の義務付け

　◇ この改正は、平成16年４月１日からすべての課税事業者に適用されています。

詳しくは、東京国税局ホームページ（アドレス：http://www.tokyo.nta.go.jp）の
「改正消費税のご案内」をご覧ください。〔 〕

http://www.tokyo.nta.go.jp


解体車買取ります！解体車買取ります！解体車買取ります！解体車買取ります！
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13

引取業者の方は、下記「引取依頼書」にてご依頼ください。
（引取業者未登録の方は、電話にてお問合せください。）

平成　　年　　月　　日

解体車引取依頼書
認証番号

事業所名

住　　所

電話番号

＊　下記該当項目に「○」又は「内容」をご記入の上、FAXして下さい。

車名(メーカー名)

車種(ペットネーム)
　

形　　状

走行状態

タ イ ヤ

エアコン

エアバッグ

車台番号

登録番号

（注）
リサイクル
料金預託

＊　引渡時に「移動報告車両情報」を業者にお渡しください。

【お問合せ・ファックス先】

　東京都自動車整備商工組合

事業部　経済課 （品川・練馬ブロック）

足　立　支　所 （足立ブロック）

多　摩　支　所 （多摩・八王子ブロック）

FAX　03-5365-9223　　TEL　03-5365-3611

FAX　03-3859-5503　　TEL　03-3859-2611

FAX　042-526-0413　　TEL　042-526-0771

乗用　　ワンボックス

軽　　　他（　　　　　）

自走可　　自走不可

有　　　　無

有　　　　無

有　　　　無

１－

引渡時までに預託を

お済ませください。

引渡時までに預託を

お済ませください。

引渡時までに預託を

お済ませください。

乗用　　ワンボックス

軽　　　他（　　　　　）

自走可　　自走不可

有　　　　無

有　　　　無

有　　　　無

乗用　　ワンボックス

軽　　　他（　　　　　）

自走可　　自走不可

有　　　　無

有　　　　無

有　　　　無

〈解体車提携業者〉（有）小池自動車（ISO140001取得）
［解体業］許可番号：第20123000005号
［破砕業］許可番号：第20124000005号



継続OCRシート変更及び販売のお知らせ

研修・講習日程のご案内
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都整商からのお知らせ14

丸井だんけいカードをご利用・お持ちの組合員各位15

株式会社  バンザイ
東　京　支　店

あなたのお店の
　　繁栄を願う

本社  〒136-0071 東京都江東区亀戸2-25-14
  　　電  話  03-3638-3737（代表）

販　売　課　3769－6841～3
多　摩（営）042－525－9101
サービス課　3769－6846

翼システム（株）

平成17年1月より値下げ
　５０枚　　￥１,０００-（税込）（組合員価格）
１００枚　　￥２,０００-（税込）（組合員価格）

　５０枚　　￥１,２５０-（税込）（組合員価格）
１００枚　　￥２,５００-（税込）（組合員価格）

（旧OCRシートの返品等はお受け出来ませんのでご了承ください。）

※旧OCRシート（専用4号様式）は、当分の間使用出来ます。
（指定工場は4月1日から新様式となりますのでご注意ください。）

（新）専用3号様式（平成17年1月より使用可）

東京都自動車整備商工組合

（旧）専用4号様式（当分の間使用可）

平成17年３月～４月に開講予定の各種研修・講習の日程をご案内いたします。
なお、開催内容など詳細につきましては、本紙「いんふぉめーしょん」
ホームページ「トスネット」等でご案内いたします。
皆様のご参加をお待ち申し上げます。

●平成17年　３月～４月　研修・講習　日程（予定）

４月９日（土）

４月23日（土）

●初めてのパソコン(入門編)
●インターネット&電子メール(入門編)

CVT研修会

フロントメカニック応対力向上研修会
（整備説明編）

実践電気講座（入門編）

ポリマーコーティング講習会

ビジネスマナー研修会

平成
17年

●お問い合せ：教育部　TEL  03－5365－4300

教育会館（渋谷区本町） 多摩支所（立川教場）日　程

３月５日（土）

３月６日（日）

３月12日（土）

３月13日（日）

3月

4月

丸井の団体契約（だんけいカード）終了のご案内
　この度、団体契約割引制度の見直しによりまして、誠に勝手ながら、平成17年3月末日を
もって、団体購入契約を終了させていただきます。長い間、ご愛顧をいただきまして、
本当にありがとうございました。改めて、深く感謝申し上げます。

● 平成17年３月末日までは、今まで通りご利用いただけます。
（平成17年４月からは、ご利用ができなくなりますのでお手許のカードは、ハサミを入れてお捨てください。）

● お買物いただいた商品のアフタ－サービスは、団体契約終了後も責任を持って承ります。お気軽にお申しつけくださいませ。

● ご不明の点につきましては、丸井クレジット本部・団契課（０１２０－０９－０１０１）までご連絡をお願い申し上げます。

※上記のように、丸井の団体契約システムが終了する旨の案内がありましたので、
　カードをお持ちのご家族・社員の方々へお知らせの程、宜しくお願い致します。 東京都自動車整備商工組合

（株）丸井


